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環境影響評価法（抜粋） 

   第二章 方法書の作成等前の手続き  

    第一節 配慮書 

中略 

（配慮書の作成等）  

第三条の三  第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行っ

た結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）

を作成しなければならない。  

一  第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地）  

二  第一種事業の目的及び内容  

三  事業実施想定区域及びその周囲の概況  

四  計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの  

五  その他環境省令で定める事項  

２  相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施

しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。  

 

（配慮書の送付等）  

第三条の四  第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、環

境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれ

を要約した書類を公表しなければならない。  

２  主務大臣（環境大臣を除く。）は、配慮書の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当

該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。  

 

（環境大臣の意見）  

第三条の五  環境大臣は、前条第二項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、

政令で定める期間内に、主務大臣（環境大臣を除く。）に対し、配慮書について環境の保全

の見地からの意見を書面により述べることができる。  

 

（主務大臣の意見）  

第三条の六  主務大臣は、第三条の四第一項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、

政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の

保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定

による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。  

 

（配慮書についての意見の聴取）  

第三条の七  第一種事業を実施しようとする者は、第二条第二項第一号イからワまでに掲げ

る事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係

する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならな

い。  
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２  前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び

一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣（主

務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣）が環境大臣に協議して定めるも

のとする。  
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千葉市環境影響評価条例（抜粋） 

   第７章 法対象事業等に係る手続 

    第１節 法対象事業に係る手続 

中略 

（市長意見の形成の手続） 

第４６条 市長は、法第３条の７第１項（法第３条の１０第２項（法第３８条の６第３項の

規定により読み替えて適用される法第３条の７第１項（法第３８条の６第３項の規定によ

り読み替えて適用される法第３条の１０第２項の規定により適用される場合を含む。）の規

定により適用される場合を含む。）の規定により適用される場合を含む。）の規定により意

見を述べようとするときは、審査会の意見を聴くものとする。 

 

中略 

 

   第８章 千葉市環境影響評価審査会 

（市長意見の形成の手続） 

第５２条 この条例に規定する事項その他環境影響評価に関し市長が必要と認める事項につ

いて、市長の諮問に応じ、調査審議するため、審査会を置く。 

２ 審査会は、委員２０人以内で組織する。 

３ 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000751.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000751.html#e000001449
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千葉市環境影響評価条例施行規則（抜粋） 

   第７章 法対象事業等に係る手続 

（会長及び副会長） 

第９４条 千葉市環境影響評価審査会（以下「審査会」という。）に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第９５条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求めて意見若しくは説明

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（専門部会） 

第９６条 審査会は、専門的事項について調査審議するため必要があると認めるときは、専

門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。 

３ 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長は、専門部会の会務を掌理し、専門部会の会議の経過及び結果を審査会に報告す

る。 

５ 前条第１項から第３項までの規定は、専門部会の会議について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「審査会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」

と読み替えるものとする。 

 

（審査会の運営） 

第９７条 前３条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に

諮って定める。 

 

（庶務） 

第９８条 審査会の庶務は、環境局環境保全部環境保全課において処理する。 

 

http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000769.html#e000004822
http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000769.html#e000004827
http://www1.g-reiki.net/chiba/reiki_honbun/g002RG00000769.html#e000004802

